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６ 認知症の容態に応じて、認知症の人や家族が受けられる支援を地域ごとにまとめた「認知症ケアパス」

や、認知症の人を支える周囲の人の意思決定支援の基本的考え方などを整理した「認知症の人の日常生

活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」をはじめとした認知症に関する基本事項について、

国民が繰り返し学べる環境を整備すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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仮放免制度の改正を求める意見書

国によると、中長期在留者数と特別永住者数を合わせた在留外国人数は、令和４年末現在において307

万５千人余りと初めて300万人を超え、過去最高を更新した。このうち、本県は約21万３千人であり、全国

第５位の多さとなっている。

令和５年６月には、出入国管理及び難民認定法の改正法が成立し、本年６月15日までに施行される。こ

の改正によって、退去強制手続における収容に代わる選択肢として、親族や知人などの監理人の下、逃亡

等を防止しつつ、相当期間にわたり社会内での生活を許容しながら退去強制手続きを進める監理措置制度

が創設された。

現行法では、被収容者の収容を解く手段は仮放免しかなく、収容の長期化を回避するために、個別の事

情に応じて仮放免を柔軟に運用してきた。改正法においては、監理措置制度の創設に伴い、仮放免制度は

本来の趣旨どおり健康上又は人道上の理由等により収容を一時的に解除する措置と規定され、監理措置制

度との使い分けが明確になされることになった。

しかしながら、監理措置に付された外国人である被監理者は、制限はあるものの許可を得ることで報酬

を受ける活動が可能とされたが、仮放免された外国人である被仮放免者は、就労ができないために不安定

な生活を余儀なくされる現状は変わらない。

また、一部の外国住民による目に余る行為により、地域住民が安心して暮らすことを阻害する事案が発

生しているとの報道もあり、安心・安全な暮らしを実現するための取組が必要となっている。

よって、国においては、下記の事項について早急に措置を講ずるよう強く求める。

記

１ 仮放免の許可については厳格に行うこと。被仮放免者が不法行為を行うなど退去強制事由に該当する

場合には、収容及び速やかな送還を行うこと。

２ 監理措置制度の対象とならない被仮放免者においても最低限の生活維持ができるよう、就労を可能と

する制度の導入を検討すること。

３ 被仮放免者の現状把握を確実に行い、居住自治体に情報を提供すること。あわせて、不足している収

容所の整備など、出入国在留管理体制の充実強化を図ること。

４ 被仮放免者等を健康保険その他の行政サービスの対象とすることについて検討すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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